
分のそれぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いている   

ことが必要である。また、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養   
介護事業所がユニット型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を   

算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体   
と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（三：一   

の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第五十二号）。  

③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養   

介護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について   

一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の介護予防短   

期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による   

所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以   

外の部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いて   

いない場合に行われるものである。ユニット型介護予防短期入所療養   

介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数   

の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一   

方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われる   

ものであること（通所介護費等の算定方法第十七号イ）。  

また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニッ  
ト部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用   

者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分につ   

いて夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤   

体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行わ   

れることとなる（夜勤職員基準第九号）。  

④ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくは介護老   

人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老   

人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介   

護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する介護老   

人保健施設（以下「介護療養型老人保健施設」という。）における介   

護予防短期入所療養介護について   

イ 所定単位数の算定区分について  

介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につ   

いて、 適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算   

定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさ   

なくなった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月か   

ら、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）又はユニツ  

分のそれぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いている   

ことが必要である。また、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養   

介護事業所がユニット型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を   

算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体   
と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（三：一   

の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第五十二号）。  

③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養   

介護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について  

一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の介護予防短   

期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による   

所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以   

外の部分のどちらか一万で所定の員数（三：一の職員配置）を置いて   

いない場合に行われるものである。ユニット型介護予防短期入所療養   

介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数   

の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一   

万で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われる   

ものであること（職員配置等基準第十七号イ）。  

また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニッ   

ト部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用   

者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分につ   

いて夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤   

体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行わ   

れることとなる（夜勤職員基準第九号）。  

④ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくは介護老   

人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老   

人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくはユニット型介   

護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する介護老   

人保健施設（以下「介護療養型老人保健施設」という。）における介   

護予防短期入所療養介護について   

イ 所定単位数の算定区分について  

介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につ  

いて、適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算  
定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさ  

なくなった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月か  

ら、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）又はユニツ  
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ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（  

こととなる。  

Ⅰ）を算定する  ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定する   

こととなる。  

ロ 介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係   

る施設基準及び夜勤職員基準について   

a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す   

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者   

が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療   
養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成十八年   

七月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って   

開設した介護老人保健施設であること。   

b 嘩設基準第五十二号において準用する第八号イ而・の基準につ   

いては、月の末日における該当者の割合によることとし、算定月   

の前三月において当該割合の平均値が当該基準に適合しているこ   

と。また、当該基準において、「著しい精神症状、周辺症状若し   

くは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢   

者」とあるのは、日常生活自立度のランクMに該当する者をいう   

ものであること。  

ロ 介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係   

る施設基準及び夜勤職員基準について   

a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す   

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者   

が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療   

養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成十八年   

七月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って   

開設した介護老人保健施設であること。   
b 施設基準第五十二号において準用する第八号イ市・の基準につ   

いては、月の末日における該当者の割合によることとし、算定月   

の前三月において当該割合の平均値が当該基準に適合しているこ   

と。また、当該基準において、 「著しい精神症状、周辺症状若し   

くは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢   

者」とあるのは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」   

の活用について」（平成五年十月二十六日厚生省老人保健福祉局   

長老健第一三五号）によるランクMに該当する者をいうものであ  

ること。   

c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニッ   

ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定す   

る介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に   

ついては、夜勤を行う看護職員の数は、利用者及び当該介護老人   
保健施設の入所者の合計数を四一で除して得た数以上とするこ  

と。  

また、夜勤を行う看護職員は、一日平均夜勤看護職員数とする   

こととする。一日平均夜勤看護職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯   
（午後十暗から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する－六   

時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に－六を   

乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は   

切り捨てるものとする。なお、夜勤職員の減算方法については、   

凹○号通知の1（6）②により介護老人保健施設の本体部分と一体   

的な取扱いが行われるものであるが、夜勤を行う看護職員に係る   
一日平均夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月において   

は、当該規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健  

c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）又はユニッ  

ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定す   

る介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に   

ついては、夜勤を行う看護職員の数は、利用者及び当該介護老人  
保健施設の入所者の合計数を四一で除して得た数以上とするこ   

と。   

また、夜勤を行う看護職員は、一日平均夜勤看護職員数とする   
こととする。一日平均夜勤看護職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯  
（午後十暗から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一六  

時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に一六を  
乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は  

切り捨てるものとする。なお、夜勤職員の減算方法については、   
四○号通知の1（6）②により介護老人保健施設の本体部分と一体  

的な取扱いが行われるものであるが、夜勤を行う看護職員に係る  

一日平均夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月において  

は、当該規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健  
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施設の入所者の全員について、所定単位数が減算される。   
（a）前月において一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準によ  

り確保されるべき員数から一割を超えて不足していたこと。   
（b）一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保される  

べき員数から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間  

（暦月）継続していたこと。   

d 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニッ   

ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定す  

る指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該事業所  

の看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの   
連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必要な場合に  

は当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤すること。なお、病   

院、診療所又は訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、  

連携する病院、診療所又は訪問看護ステーションをあらかじめ定  

めておくこととする。  

ハ 特別療養費について   

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行っ   

た場合等に算定できるものである。その内容については、別途通知   

するところによるものとする。  

ニ 療養体制維持特別加算について   

療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、   

転換前に四：一の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養   

施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の   

療養病棟入院基本料におけるいわゆる二○：一配置病棟であったも   

のの占める割合が二分の一以上である場合に、転換前の療養体制を   

維持しつつ、質の高いケアを提供するための介護職員の配置を評価   

することとする。   

なお、当該加算は平成二十四年三月三十一日までの間に限り、算   

定できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介護療   

養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況等の実態を   

把握し、検討を行うこととする。  

施設の入所者の全員について、所定単位数が減算される。  

（a）前月において一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準によ  

り確保されるべき員数から一割を超えて不足していたこと。  

（b）一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保される  

べき員数から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間  

（暦月）継続していたこと。  

d 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニッ  

ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定す  

る指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該事業所  

の看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの  

連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必要な場合に  
は当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤すること。なお、病  

院、診療所又は訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、  

連携する病院、診療所又は訪問者護ステーションをあらかじめ定  

めておくこととする。  

ハ 特別療養費について  

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行っ  
た場合等に算定できるものである。その内容については、別途通知  

するところによるものとする。  

ニ 療養体制維持特別加算について  

療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、  

転換前に四：一の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養  

施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の  

療養病棟入院基本料におけるいわゆる二○：一配置病棟であったも  

のの占める割合が二分の一以上である場合に、転換前の療養体制を  

維持しつつ、質の高いケアを提供するための介護職員の配置を評価  

することとする。  

なお、当該加算は平成二十凶年三月三十一日までの間に限り、算  
定できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介護療  

養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況等の実態を  

把握し、検討を行うこととする。  
（2）夜勤職員配置加算について  

介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護の夜勤職員配置   
加算について噛ものであり、   

四○号通知の3の（2）を準用すること。  
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（盟リハビリテーション機能強化加算について  

（D リハビリテーション機能強化加算を算定する介護老人保健施設は、  

実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために、利用者の  

状態像に応じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法  

を適時適切に提供できる体制が整備されていること。   

② 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・  

運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行うことが必要で  

あり、言語聴覚療法については、失語症、構昔障害、難聴に伴う聴覚  

・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持  

つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うこ  

とが必要である。  

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等  

により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われるこ  

とが必要である。  

（3 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生  

活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外において  

も訓練を行うことができる。  

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用す  

る患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保  

することが望ましい。   

④ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、  

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同してリハビリ  

テーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリテ  

ーションの効果、実施方法等について評価等を行う。なお、介護予防  

短期入所療養介護においては、リハビリテーション実施計画に相当す  

る内容を介護予防短期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その  

記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができ  

るものとすること。   

⑤ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語  

聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション  

実施計画の内容を説明し、記録する。   

⑥ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）  

は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者に  

より閲覧が可能であるようにすること。  

（迫リハビリテーション機能強化加算について   

① リハビリテーション機能強化加算を算定する介護老人保健施設は、  

実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために、利用者の  

状態像に応じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法  

を適時適切に提供できる体制が整備されていること。   

② 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・  

運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行うことが必要で  

あり、言語聴覚療法については、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚   

・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持  

つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うこ  

とが必要である。  

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等  

により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われるこ  

とが必要である。   

③ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生  
活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外において  

も訓練を行うことができる。  

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用す  

る患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保  

することが望ましい。   

④ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、  

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同してリハビリ  

テーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリテ  

ーションの効果、実施方法等について評価等を行う。なお、介護予防  

短期入所療養介護においては、リハビリテーション実施計画に相当す  

る内容を介護予防短期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その  

記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができ  

るものとすること。   

⑤ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語  

聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション  

実施計画の内容を説明し、記録する。   

⑥ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）  

は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者に  

より閲覧が可能であるようにすること。  

（4）個別リノ、どリテーション実施加算について  
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当該加算は、榔ンを二十分以上実   

施した場合に算定するものである。  

（立 病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護   

① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四  

十一号）附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を  

含む。以下同じ。）を有する病院、病床を有する診療所、老人性認知  

症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護  

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービス  

が行われるもの（以下「介護保険適用病床」という。）における介護  

予防短期入所療養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数  

の算定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位  

数の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行  

われるものであり、四○号通知の7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及  

び（15）を準用すること。この場合、四○号通知の7の（9）の準用に際  

しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替  

えるものとする。  

ロ 医療保険適用病床における介護予防短期入所療養介護について  
も、夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算につい  

ては、介護保険適用病床における介護予防短期入所療養介護の場合  

と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数（人員配置）  

については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介  
護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用すること  

とする。例えば、六○床の病棟で、看護職員が一二人、介護職員が  
一三人配置されていて、診療報酬上、看護職員五：一（一二人以上）、  

介護職員五：一（一二人以上）の点数を算定している場合については、  

看護職員のうち二人を介護職員とみなすことにより、介護予防短期  

入所療養介護については看護職員六：－（一○人以上）、介護職員四  

：一（一五人以上）に応じた所定単位数が適用されるものであること。  

なお、四○号通知の7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及び（15）は、医  

療保険適用病床の介護予防短期入所療養介護についても準用する。  

この場合、四○号通知の7の（9）の準用に際しては「医師及び介護支  

援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。  
ハ 医師は、介護予防短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合  

には、その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医  

療保険における診療録と分ける必要はないが、介護予防短期入所療  

（並 病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護   

① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四  

十一号）附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を  

含む。以下同じ。）を有する病院若しくは診療所、老人性認知症疾患  

療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護  

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービス   

が行われるもの（以下「介護保険適用病床」という。）における介護   

予防短期入所療養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数   

の算定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位   

数の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行   

われるものであり、四○号通知の7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及   

び（15）を準用すること。この場合、四○号通知の7の（9）の準用に際   

しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替   

えるものとする。  

ロ 医療保険適用病床における介護予防短期入所療養介護について   
も、夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算につい   

ては、介護保険適用病床における介護予防短期入所療養介護の場合   

と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数（人員配置）   

については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介   

護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用すること   

とする。例えば、六○床の病棟で、看護職員が一二人、介護職員が   

一三人配置されていて、診療報酬上、看護職員五：一（一二人以上）、   

介護職員五：一（一二人以上）の点数を算定している場合については、   

看護職員のうち二人を介護職員とみなすことにより、介護予防短期   

入所療養介護については看護職員六：一（一○人以上）、介護職員四  

：一（一五人以上）に応じた所定単位数が適用されるものであること。   

なお、凹○号通知の7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及び（15）は、医   

療保険適用病床の介護予防短期入所療養介護についても準用する。   

この場合、凶○号通知の7の（9）の準用に際しては「医師及び介護支   

援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。  

ハ 医師は、介護予防短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合   
には、その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医   

療保険における診療録と分ける必要はないが、介護予防短期入所療  
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養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分け   養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分け   

られるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保   

険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要支援状態区分及び要支   
援認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱いについて   

は、介護保険の介護予防訪問看護、■介護予防訪問リハビリテーショ   

ン、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防適所リハビリテーショ   

ンについても同様であること。なお、当該医療機関において、当該   

利用者に対して基本的に介護予防短期入所療養介護以外の医療を行   

わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合   

と同様とし、凶○号通知の7の（2）を準用するものとする。  

ニ 病院である介護予防短期入所療養介護事業所の人員基準欠如によ   

る所定単位数の減算の基準は、職員配置基準第十七号ロ（2）において   

規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであ   

ること。   

a 看護職員又は介護職員の員数が介護予防サービス基準に定める   

員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院  
療養病床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過   

型介護予防短期入所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療   

養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経   

過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期  

入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型   

介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介   

護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）の所定単位数に一  

00分の七○を乗じて得た単位数が算定される。   

b 介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職  
員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たす  

が、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比  

率」という。）が二割未満である場合は、病院療養病床介護予防  

短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護予防短期入  

所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療養病床介護予防短   

期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期  

入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の   

（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型介護予防短期入所  

療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療  

養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に一00分の九○を乗  

られるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保   

険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要支援状態区分及び要支   
援認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱いについて   

は、介護保険の介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ   
ン、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防適所リハビリテーショ   

ンについても同様であること。なお、当該医療機関において、当該   

利用者に対して基本的に介護予防短期入所療養介護以外の医療を行   

わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合   

と同様とし、四○号通知の7の（2）を準用するものとする。  
ニ 病院である介護予防短期入所療養介護事業所の人員基準欠如によ   

る所定単位数の減算の基準は、職員配置基準第十七号ロ（2）において   
規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであ   

ること。   

a 看護職員又は介護職員の員数が介護予防サービス基準に定める   

員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院   
療養病床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過   
型介護予防短期入所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療   

養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経   
過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期   

入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型   

介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介   

護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に一   

00分の七○を乗じて得た単位数が算定される。   

b 介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職   
員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たす   

が、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比   

率」という。）が二割未満である場合は、病院療養病床介護予防   

短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護予防短期入   
所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療養病床介護予防短   

期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期   
入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の   

（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型介護予防短期入所   
療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療   

養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）の所定単位数に一00分の九○を乗  
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じて得た単位数が算定される。   

c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員   

数の基準並びに適所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働   

大臣が定める地域（平成十二年厚生省告示第二十八号）各号に掲げ   

る地域（以下次のd及び7の（8）において「僻地」という。）に所   

在する病院であって、介護予防短期入所療養介護を行う病棟にお   
ける看護・介護職員の員数については介護予防サービス基準に定   

める員数を満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が   
介護予防サービス基準に定める員数の六割未満であるもの（医師   

の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）に   

おいては、各類型の介護予防短期入所療養介護費のうち、看護・   
介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除して得た   

単位数が算定される。   
d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府   

県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であっ   

て、介護予防短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職   
員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たし   

ている（正看比率は問わない）が、医師の員数が介護予防サービス   
基準に定める員数の六割未満であるものにおいては、病院療養病   

床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護   
予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）若しくはユニット型病院療養病床   

介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介   
護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療   

養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型   
介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介   

護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）の所定単位数に一   

00分の九○を乗じて得た単位数が算定される。   
e なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の   
減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省   

令第五十号）第四十九条の規定が適用される病院に係る減算は適  

用されない。  

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとするこ   

と。  

へ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看   

護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための届出については、本体施設で  

じて得た単位数が算定される。   

c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員   

数の基準並びに適所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働   

大臣が定める地域（平成十二年厚生省告示第二十八号）各号に掲げ  

る地域（以下次のd及び7の（8）において「僻地」という。）に所   

在する病院であって、介護予防短期入所療養介護を行う病棟にお   

ける看護・介護職員の員数については介護予防サービス基準に定  

める員数を満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が   
介護予防サービス基準に定める員数の六割未満であるもの（医師  

の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）に   

おいては、各類型の介護予防短期入所療養介護費のうち、看護・   

介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除して得た   

単位数が算定される。   

d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府   

県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であっ   

て、介護予防短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職   

員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たし  

ている（正看比率は問わない）が、医師の員数が介護予防サービス   

基準に定める員数の六割未満であるものにおいては、病院療養病   

床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護   

予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）若しくはユニット型病院療養病床   

介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介   

護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療   

養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型   

介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介  

護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）の所定単位数に一   

00分の九○を乗じて得た単位数が算定される。   

e なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の   
減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省   

令第五十号）第凹十九条の規定が適用される病院に係る減算は適  

用されない。  

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとするこ   

と。  

へ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看   

護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための届出については、本体施設で  
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E  

ある介護療養型医療施設について行われていれば、介護予防短期入  

所療養介護については行う必要がないこと。  

② 病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について   

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所が介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を算定するため   

には、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所   
のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：   

一、介護四：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、   

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護   

事業所がユニット型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を算定   

するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当   
該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：一、   

介護四：一の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第   

五十二号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の   

員数を置いていれば足りるもわである（夜勤職員基準第九号）。  

③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について   

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所の介護予防短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員   

の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事   

業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護六  

：一、介護四：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもので   

ある。ユニット型介護予防短期入所療養介護費に係る看護職員又は介   

護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と   

当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、   

介護四：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものであるこ   

と（適所介護費等の算定方法第十七号ロ）。   

なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定介護予防短期   

入所療養介護事業所の介護予防短期入所療養介護又はユニット型介護   

予防短期入所療養介護に係る夜勤体制による減算は、当該事業所全体   

で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること（夜   

勤職員基準第九号）。  

ある介護療養型医療施設について行われていれば、介護予防短期入  

所療養介護については行う必要がないこと。  

② 病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について  

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所が介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を算定するため   

には、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所   

のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：   

一、介護四：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、   

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護   

事業所がユニット型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を算定   

するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当   

該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：一、   

介護四：－の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第   

五十二号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の   

員数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第九号）。  

③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について  

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所の介護予防短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員   

の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事   

業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護六  

：一、介護四：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもので   

ある。ユニット型介護予防短期入所療養介護費に係る看護職員又は介   

護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と   

当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一   

介護凶：－の職員配置）を置いていない場合に行われるものであるこ   

と（職員配置等基準第十七号ロ）。  

なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定介護予防短期   

入所療養介護事業所の介護予防短期入所療養介護又はユニット型介護   

予防短期入所療養介護に係る夜勤体制による減算は、当該事業所全体   

で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること（夜   

勤職員基準第九号）。  

㊨ 基準適合診療所iキおける介護予防短期入所療養介護  
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イ 基準適合診療所介護予防短期入所療肴介訝費については、医療保  

険における全ての費用を含むものであるこヒ  

ロ 四○号通吏Uの7の（2）及び（6）は基準適合診療所介護予防短期入所  

療養介護費について準用するこL   

ハ 基準適合診療所介護予防短斯入所療養介護費については、特定診  
療費は算定できないことに留意するこL  

（立 指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について   

イ 指定介護予防短期入所療養介護費は、施設基準第五十二号に規定す  

る基準に従い、以下の通り、算定すること。  
a 施設基準第五十二号において準用する第十四号イに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  

ットに属さない療養室又は病室（以下「療養室等」という。）（定  

員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に  

対して行われるものであること。  
b 施設基準第五十二号において準用する第十四号ロに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  
ットに属さない療養室等（定員が二人以上のものに限る。）（「多  
床室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  

c 施設基準第五十二号において準用する第十四号ハに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所生活介護が、ユニ  

ットに属する療養室等（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並  

びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護  

老人保健施設基準」という。）第凶十一条第二項第一号イ（3）（i）又  

は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平  
成十一年厚生省令第凶十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」  

という。）第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第四十条第二項第一  
号イ（3）（i）若しくは第四十・【一条第二項第一号イ（3）（i）（介護予防  

サービス基準附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により読み  

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニッ  
ト型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  

d 施設基準第五十二号において準用する第十国号こに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  

ットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第凶十一条第二項第  
▲ 号イ（3）（辻）又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項  

（迫 指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について   

イ 指定介護予防短期入所療養介護費は、施設基準第五十二号に規定す  
る基準に従い、以下の通り、算定すること。  

a 施設基準第五十二号において準用する第十四号イに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  
ットに属さない療養室又は病室（以下「療養室等」という。）（定  
員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に  

対して行われるものであること。  
b 施設基準第五十二号において準用する第十四号ロに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  
ットに属さない療養室等（定員が二人以上のものに限る。）（「多  
床室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  

c 施設基準第五十二号において準用する第十四号ハに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所生活介護が、ユニ  
ットに属する療養室等（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並  
びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護  

老人保健施設基準」という。）第凶十一条第二項第一号イ（3）（i）又  

は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平  
成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」  

という。）第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第凶十条第二項第一  
号イ（3）（i）若しくは第四十一条第二項第一号イ（3）（i）（介護予防  

サービス基準附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により読み  

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニッ  

ト型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  
d 施設基準第五十二号において準用する第十凶号こに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  

ットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第四十一条第二項第  

一号イ（3）（止）又は指定介護療養型医療施設基準第二十九条第二項  

第一号イ（3）（止）、第四十条第二項第一号イ（3）（迂）若しくは第凶十  第一号イ（3）（云）、第凶十条第二項第一号イ（3）（云）若しくは第四十  
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一条第二項第一号イ（3）（追）を満たすものに限るものとし、介護老人  

保健施設基準第四十一条第二項第一号イ（3）（i）又は指定介護療養  

型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第四十条第二項  

第一号イ（3）（i）若しくは第凶十一条第二項第一号イ（3）（i）（介護  

予防サービス基準附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により  

読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）の利用  

者に対して行われるものであること。   

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の介護予防短期入所療  
養介護費の注1による届出がなされているものについては、ユニット  

型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療  

養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型  

介護予防短期入所療養介護費、ユニット型診療所療養病床介護予防短  

期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養  

介護費を算定するものとすること。  

皿 ユニットにおける職員に係る減算について  

8の（7）を準用する。  （8）働？いて  
8の（9）を準用する。  

（乳 若年性認知症利用者受入加算について  

8の（10）を準用する。  

一条第二項第一号イ（3）（辻）を満たすものに限るものとし、介護老人  

保健施設基準第週十一条第二項第一号イ（3）（i）又は指定介護療養  

型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第四十条第二項  

第一号イ（3）（i）若しくは第四十一条第二項第一号イ（3）（i）（介護  

予防サービス基準附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により  

読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）の利用  

者に対して行われるものであること。   

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の介護予防短期入所療  

養介護費の注1による届出がなされているものについては、ユニット  

型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療  

養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型  

介護予防短期入所療養介護費、ユニット型診療所療養病床介護予防短  

期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養  

介護費を算定するものとすること。  

出 

＿  

8の（7）を準用する。  

（6）栄養管理体制加算   

① 管理栄養士等の配置については、8（9）①を準用すること。   

② 介護老人保健施設、療養病床を有する病院又は診療所の本体施設に  

配置されている管理栄養士等が、併せて指定介護予防短期入所療養介  

護事業所における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士等が配  

置されている本体施設及びその指定介護予防短期入所療養介護事業所  

のいずれにおいても算定できること。   

（∋ 管理栄養士等の行う食事の提供については、8（9）③を準用するこ  

と」．  

上吐 療養食加算  

8（10）を準用する。  

吐姐 療養食加算   

し8止吐を準用する。  

（11）サービス提供体制強化加算   

①㈱  

場合の介護職員に係る常勤換算にあ？ては、利用者・入所者への介護  

業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請  
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